
全日本軟式野球連盟 規則（細則）抜粋 

 

 

１ ユニフォーム 

 

① 同一チームの監督、コーチ、選手は、同色、同形、同意匠のユニフォームでなければな

らない。（すそ幅の広いストレートタイプのパンツは着用を禁止する。） 

 

② 袖の長さは両袖同一で、左袖に日本字またはローマ字による都道府県名を必ずつけなけ

ればならない。また、他のものをつけてはならない。なお、右袖には、社章、商章、ク

ラブのマスコット等をつけることは差支えない。 

 

③ 背番号は０～３０ 監督３０、主将１０ （背番号の００はない） 

※ 当連盟にて登録選手が多い場合のみ、３１からの背番号を認める。 

 

④ 胸のチーム名は日本字またはローマ字で表示し、チーム名の代わりにマークをつけるこ

とができる。ただし統一しなければならない。 

 

⑤ ユニフォームの背中に選手名をつける場合は、全員が背番号の上にローマ字で姓のみと

する。ただし同姓の者がいる場合、名の頭文字を入れてもよい。 

 

 

２ スパイクは全員、同色でなければならない。ただしワンポイントの商標については同色

とみなす。 

 

 

３ アンダーシャツは全員、同色でなければならない 

 

 

４ 帽子は、全員同色、同形、同意匠のもの。又ストッキングは同色でなければならない。 

  

 


